
 

 

大
阪
府
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
、

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
及
び
大
阪
府
住
民
基

本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
三
年
大
阪
府
条
例
第
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
） 

第
二
条 

条
例
第
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
、
電
子

計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
送
信
又
は
送
付
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
送
付
の
方
法
並
び
に

磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
及
び
そ
の
保
存
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
（
平
成
十
四
年
総

務
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
法
定
代
理
人
に
よ
る
開
示
請
求
） 

第
三
条 

未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
は
、
当
該
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後

見
人
に
代
わ
っ
て
、
法
第
三
十
条
の
三
十
二
第
一
項
の
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」

と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
開
示
請
求
の
方
法
） 

第
四
条 

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書
（
様
式
第
一
号
。

以
下
「
開
示
請
求
書
」
と
い
う
。
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
己
が
当
該
開
示
請
求
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
本

人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
知
事
に
提
出
し
、
又
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

一 

本
人
が
請
求
す
る
場
合 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の 

 

二 

法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合 

当
該
法
定
代
理
人
に
係
る
前
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び

戸
籍
謄
本
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
法
定
代
理
人
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
知

事
が
別
に
定
め
る
も
の 

３ 

知
事
は
、
開
示
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
を
し
た

者
（
以
下
「
開
示
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求

め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
当
該
補
正
に

必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
開
示
の
決
定
及
び
通
知
） 

第
五
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
に
係
る
本
人
確

認
情
報
を
開
示
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
、
速
や
か
に
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、

そ
の
旨
及
び
開
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
本
人
確
認
情
報
開
示
決
定
通
知
書
（
様
式

第
二
号
）
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 

２ 

知
事
は
、
開
示
請
求
に
係
る
本
人
確
認
情
報
を
開
示
し
な
い
と
き
（
開
示
請
求
に
係
る
本

人
確
認
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
と
き
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
、
速
や
か
に
、

開
示
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

本
人
確
認
情
報
非
開
示
決
定
通
知
書
（
様
式
第
三

号
） 

二 

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合 

本
人
確
認
情
報
不
存
在
に

よ
る
非
開
示
決
定
通
知
書
（
様
式
第
四
号
） 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
決
定
を
し
た
旨
の
通
知
（
本
人
確
認
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
決
定
の
理
由
を
付
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
開
示
決
定
等
の
期
限
） 

第
六
条 

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
決
定
（
以
下
「
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
）
は
、
開
示
請

求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
書
の
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に

要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ

き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
十
五
日
を
限
度
と
し
て
延
長
す
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
速
や
か
に
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
本
人
確
認
情
報

開
示
決
定
期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
開
示
の
実
施
） 

第
七
条 

知
事
は
、
第
五
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
開
示
請
求
者
に
対

し
、
当
該
開
示
決
定
に
係
る
本
人
確
認
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
の
開
示
は
、
本
人
確
認
情
報
確
認
書
（
様
式
第
六
号
）

の
閲
覧
又
は
そ
の
写
し
の
交
付
に
よ
り
行
う
。 

（
自
己
の
本
人
確
認
情
報
の
訂
正
等
の
申
出
の
方
法
） 

第
八
条 

法
第
三
十
条
の
三
十
五
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
の
申
出
（
以
下
「
訂
正
等
の
申
出
」

と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
人
確
認
情
報
訂
正
等
申
出
書
（
様
式
第
七
号
。
以
下

「
訂
正
等
申
出
書
」
と
い
う
。
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

訂
正
等
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
訂
正
等
を
求
め
る
内
容
が
事
実
に
合
致
す
る
こ

と
を
証
明
す
る
資
料
を
知
事
に
提
出
し
、
又
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
三
条
並
び
に
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
訂
正
等
の
申
出
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

（
訂
正
等
の
申
出
の
決
定
及
び
通
知
） 

第
九
条 

知
事
は
、
訂
正
等
の
申
出
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
当
該
申
出
に
係
る
部
分
（
以
下

「
被
訂
正
等
申
出
部
分
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
訂
正
等
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

の
決
定
を
し
、
速
や
か
に
、
当
該
決
定
に
係
る
被
訂
正
等
申
出
部
分
の
訂
正
等
を
し
た
上
で
、

訂
正
等
の
申
出
を
し
た
者
（
以
下
「
訂
正
等
申
出
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
訂

正
の
内
容
を
本
人
確
認
情
報
訂
正
等
決
定
通
知
書
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 



 

 

２ 

知
事
は
、
被
訂
正
等
申
出
部
分
を
訂
正
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
、
速
や
か

に
、
訂
正
等
申
出
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
本
人
確
認
情
報
非
訂
正
等
決
定
通
知
書
（
様
式
第

九
号
）
に
よ
り
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
訂
正
等
申
出
者
の
同
意
を
得
て
、
法
第
三
十
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
本
人
確
認
情
報
の
通
知
に
係
る
市
町
村
長
に
当
該
申
出
に
係
る

訂
正
の
要
否
等
に
つ
い
て
照
会
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

知
事
は
、
第
二
項
の
決
定
を
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
当
該
通
知
に
当
該
決
定
に

係
る
理
由
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
費
用
負
担
） 

第
十
条 

開
示
請
求
を
し
て
、
本
人
確
認
情
報
確
認
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
そ
の

写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
一
枚
に
つ
き
十
円
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
交
付
の
際
に
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
本
人
確
認
情
報
の
利
用
に
係
る
事
務
） 

第
十
一
条 

条
例
別
表
第
一
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。 

 

一 

非
常
勤
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
九
号
）

に
基
づ
く
公
務
上
の
災
害
若
し
く
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
補
償
」
と
い
う
。
）
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答 

 

二 

補
償
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

三 

補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族

の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

四 

非
常
勤
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
福
祉
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
福
祉
事
業
」
と
い
う
。
）
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

五 

福
祉
事
業
の
う
ち
奨
学
援
護
金
若
し
く
は
就
労
保
育
援
護
金
の
支
給
の
要
件
に
係
る
申

出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査 

 

六 

福
祉
事
業
の
う
ち
奨
学
援
護
金
若
し
く
は
就
労
保
育
援
護
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

又
は
そ
の
支
給
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事

実
の
確
認 

２ 

条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

府
吏
員
退
隠
料
等
条
例
（
昭
和
九
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
に
基
づ
く
退
隠
料
等
の
支

給
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
」
と
い
う
。
）
に
係
る
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答 

二 

支
給
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は

届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 



 

 

 

三 

支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
支
給
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

３ 
条
例
別
表
第
一
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 
授
業
料
に
係
る
補
助
金
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
支
給
す
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
支
給
さ
れ
る

こ
と
と
さ
れ
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
を
含
む
。
）
に
併
せ
て
支
給
す
る
補
助
金
を
い

う
。
）
に
係
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請
に

対
す
る
応
答 

二 

授
業
料
に
係
る
交
付
金
（
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援

金
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
交
付
金
を
い
う
。
第
十
二
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
申
請
等
（
申
請
又
は
届
出
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
理
、
当
該
申
請
等
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該

申
請
等
に
対
す
る
応
答 

 

三 

授
業
料
以
外
の
教
育
に
必
要
な
経
費
に
係
る
給
付
金
に
係
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答 

４ 

条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
第
十
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
支
弁
す
る
費
用
に

準
じ
て
支
弁
す
る
費
用
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
受
理
、
当
該
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
当
該
資
料
の
提
出
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。 

５ 

条
例
別
表
第
一
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
大
阪
府
低
所
得
者
の
子
弟
に
対
す

る
技
能
習
得
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
阪
府
規
則
第
二
十
八
号
）

に
よ
る
廃
止
前
の
大
阪
府
低
所
得
者
の
子
弟
に
対
す
る
技
能
習
得
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三

十
五
年
大
阪
府
規
則
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
く
貸
付
け
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
連
帯
債

務
者
若
し
く
は
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は

住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

６ 

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
を

養
成
す
る
施
設
等
に
在
学
す
る
者
に
対
す
る
修
学
上
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者

若
し
く
は
そ
の
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は

住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

７ 

条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
介
護
福
祉
士
又
は
社
会
福
祉
士
を

養
成
す
る
施
設
等
に
在
学
す
る
者
に
対
す
る
修
学
上
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者

若
し
く
は
そ
の
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は

住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

８ 

条
例
別
表
第
一
の
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
に
準
じ
て
行

う
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。 

 

一 

保
護
の
実
施 



 

 

二 

保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

三 
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
又
は
変
更 

 
 

四 
保
護
の
停
止
又
は
廃
止 

 
 

五 

給
付
金
（
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
就
労
自
立
給
付
金
に

準
じ
て
支
給
す
る
給
付
金
を
い
う
。
）
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答 

六 

保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還 

七 

徴
収
金
（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
徴
収
す
る
徴
収
金
に
準
じ
て
徴
収
す
る
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
徴
収 

９ 

条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
身
体
障
害
者
の
う
ち
生
活
困
窮
者

に
対
す
る
生
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
連
帯
保
証
人
又
は

こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す

る
。 

10 

条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

大
阪
府
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
大
阪
府
条
例
第
三
号
）
第
七
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
掛
金
を
滞
納
し
た
者
又
は
そ
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

二 

大
阪
府
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
第
九
条
第
一
項
の
年
金
（
第
四
号
に
お
い
て
「
年

金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
に
係
る
加
入
者
及
び
そ
の
扶
養
す
る
障
害
者
の
生
存
の
事
実
又
は

氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

三 

大
阪
府
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
第
十
九
条
第
四
項
の
届
書
に
係
る
年
金
受
給
権

者
又
は
年
金
管
理
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

四 

年
金
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
に
係
る
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
年
金
受

給
権
者
若
し
く
は
年
金
管
理
者
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

11 

条
例
別
表
第
一
の
十
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
大
阪
府
重
度
障
害
者
在
宅
介
護

支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
大
阪
府
規
則
第
七
十
八
号
）
第
一
条

の
重
度
障
害
者
在
宅
介
護
支
援
給
付
金
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
に
係
る
債
権
に
係
る
債

務
の
弁
済
を
す
べ
き
受
給
資
格
者
又
は
そ
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は

住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

12 

条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十

六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
児
童
扶
養
手
当
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金

に
係
る
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
受
給
資
格
者
又
は
そ
の
相
続
人
の
生
存
の
事

実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

13 

条
例
別
表
第
一
の
十
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号)

第
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項

若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
連
帯

債
務
者
若
し
く
は
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く

は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 



 

 

14 

条
例
別
表
第
一
の
十
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
大
阪
府
立
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
一
号
）
に
よ
る
改
正

前
の
大
阪
府
立
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
十
九
号
）
に
基

づ
く
診
療
料
等
並
び
に
同
条
例
及
び
大
阪
府
立
中
河
内
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
条
例
に
基
づ

く
手
数
料
を
滞
納
し
て
い
る
者
若
し
く
は
そ
の
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生

存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

15 

条
例
別
表
第
一
の
十
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程

に
在
学
す
る
者
及
び
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
で
修
学
上
又
は
研
修
の
た
め
に
必
要
な
資
金

の
貸
付
け
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生
存
の
事

実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

16 

条
例
別
表
第
一
の
十
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
認
定
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

二 

死
体
解
剖
保
存
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項

の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

17 

条
例
別
表
第
一
の
十
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
大
阪
府
看
護
師
等
修
学
資
金
貸

与
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
阪
府
規
則
第
六
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
養
成
施
設
に
在
学

す
る
者
に
対
す
る
修
学
上
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
連
帯
保
証

人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確

認
と
す
る
。 

18 

条
例
別
表
第
一
の
十
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等

に
係
る
医
療
費
の
援
助
に
係
る
申
請
若
し
く
は
届
出
の
受
理
、
そ
の
申
請
若
し
く
は
届
出
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。 

19 

条
例
別
表
第
一
の
十
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
が
ん
患
者
の
生
存
の
事
実
又
は

氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
若
し
く
は
当
該
変
更
に
係
る
情
報
の
確
認
と
す
る
。 

20 

条
例
別
表
第
一
の
二
十
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
大
阪
の
伝
統
工
芸
品
の
製
造
に

従
事
す
る
者
の
う
ち
高
度
な
伝
統
的
技
術
を
保
持
し
、
産
地
の
振
興
に
積
極
的
に
取
り
組
む

も
の
に
対
す
る
認
定
に
係
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。 

21 

条
例
別
表
第
一
の
二
十
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
活

性
化
等
の
た
め
の
中
小
企
業
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二

百
二
十
二
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
小
企
業
近
代
化
資
金
等
助
成
法
（
昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た

者
若
し
く
は
そ
の
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く

は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

22 

条
例
別
表
第
一
の
二
十
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基

盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ロ
又
は
ハ

の
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
生

存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 



 

 

23 

条
例
別
表
第
一
の
二
十
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
指
示
、
同
条
第
三
項
若

し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
の
命
令
、
同
法
第
二
十
九
条
各
項
若
し
く
は
第

二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
又
は
同
法
第
二
十
九

条
の
四
各
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
禁
止
の
処
分
に
係
る
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
及
び
そ
の
使
用
人
（
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令

第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く

は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

24 

条
例
別
表
第
一
の
二
十
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
第
九
号
（
同
法
第
六
十
五
条
第
二
項

第
二
号
（
同
法
第
六
十
四
条
の
十
五
前
段
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る

場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
る
者
（
そ
の

者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確

認
と
す
る
。 

（
知
事
以
外
の
執
行
機
関
に
本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る
事
務
） 

第
十
二
条 

条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
の
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経

費
の
支
弁
に
係
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
す
る
経
費
に

準
じ
て
支
弁
す
る
経
費
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
受
理
、
当
該
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
当
該
資
料
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。 

２ 

条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
の
府
吏
員
退
隠
料
等
条
例
に
基
づ
く
退
隠
料
等
の
支
給

に
係
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

府
吏
員
退
隠
料
等
条
例
に
基
づ
く
退
隠
料
等
の
支
給
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
」

と
い
う
。
）
に
係
る
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

求
に
対
す
る
応
答 

二 

支
給
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は

届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

三 

支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
支
給
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

３ 

条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
の
府
費
負
担
教
職
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の

支
給
に
係
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

府
費
負
担
教
職
員
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
阪
府
条
例
第

五
十
一
号
）
第
一
条
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
支
給
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支

給
」
と
い
う
。
）
に
係
る
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
請
求
に
対
す
る
応
答 

二 

支
給
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は

届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

三 

支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
支
給
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

４ 

条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
の
高
等
学
校
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に



 

 

関
す
る
法
律
第
二
条
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
も
の
（
国
立
及
び
公
立
（
公
立

大
学
法
人
大
阪
府
立
大
学
の
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
へ

の
就
学
に
要
す
る
経
費
の
支
弁
に
係
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
授
業
料
に
係
る
交
付
金
に
係
る
申
請
等
の
受
理
、
当
該
申
請
等
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
当
該
申
請
等
に
対
す
る
応
答 

二 

授
業
料
以
外
の
教
育
に
必
要
な
経
費
に
係
る
給
付
金
に
係
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答 

三 

授
業
料
の
免
除
に
係
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

当
該
申
請
に
対
す
る
応
答 

５ 

条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
の
大
阪
府
立
高
等
学
校
の
入
学
料
、
授
業
料
及
び
空
気

調
節
設
備
の
使
用
に
係
る
料
金
に
係
る
債
権
の
回
収
に
係
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
入
学

料
、
授
業
料
及
び
空
気
調
節
設
備
の
使
用
に
係
る
料
金
を
滞
納
し
て
い
る
者
の
生
存
の
事
実

又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

６ 

条
例
別
表
第
二
公
安
委
員
会
の
項
の
府
吏
員
退
隠
料
等
条
例
に
基
づ
く
退
隠
料
等
の
支
給

に
係
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

７ 

条
例
別
表
第
二
公
安
委
員
会
の
項
の
府
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
に

対
す
る
給
付
に
係
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
大

阪
府
条
例
第
三
十
三
号
）
に
基
づ
く
給
付
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
付
」
と
い
う
。
）

に
係
る
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す

る
応
答 

 

二 

給
付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

三 

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

四 

給
付
に
つ
い
て
の
更
正
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答 

８ 

条
例
別
表
第
二
公
安
委
員
会
の
項
の
非
常
勤
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く

公
務
上
の
災
害
若
し
く
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
又
は
福
祉
事
業
の
実
施
に
係

る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。 

９ 

条
例
別
表
第
二
公
安
委
員
会
の
項
の
風
俗
営
業
の
許
可
の
取
消
し
に
係
る
規
則
で
定
め
る

事
務
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
る
者
の
氏
名
又
は
住
所
の

変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

10 

条
例
別
表
第
二
公
安
委
員
会
の
項
の
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
、
通
知
、
督
促
又
は
放
置

違
反
金
等
の
徴
収
に
係
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。 

 

一 

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
四
第
四
項
本
文
の
規

定
に
よ
る
納
付
命
令
を
受
け
る
者 

 

二 

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
者 



 

 

 

三 

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
る
者 

 
四 

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
等
の
徴
収
を
受

け
る
者 

（
委
任
） 

第
十
三
条 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
大
阪
府
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
以
下

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
請
求
書
又
は
申
出
書
は
、
改
正

後
の
大
阪
府
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

旧
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
た
上
、
新

規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
大
阪
府
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
以
下

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
請
求
書
又
は
申
出
書
は
、
改
正

後
の
大
阪
府
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

旧
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
た
上
、
新

規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 



 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
支
給
し
た
重
度
障
害
者
介
護
手
当
に
係
る
改
正
前
の
大

阪
府
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
第
十
一
条
第
十
項
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
大
阪
府
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
第
十
一
条
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


